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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリ塩化ビニルを含有する電線被覆材用組成物において、前記ポリ塩化ビニル１００質
量部に対し、可塑剤４０～８０質量部と、ポリエステルエラストマーとを含有し、
　前記ポリエステルエラストマーの融点が、１９０℃以上であり、前記ポリエステルエラ
ストマーの引張弾性率が、５０～３００ＭＰａであることを特徴とする電線被覆材用組成
物。
【請求項２】
　ポリ塩化ビニルを含有する電線被覆材用組成物において、前記ポリ塩化ビニル１００質
量部に対し、可塑剤４０～８０質量部と、ポリエステルエラストマーとを含有し、
　前記ポリエステルエラストマーの融点が、１９０℃以上であり、
　前記可塑剤が、トリメリット酸エステル、ピロメリット酸エステルから選択される１種
または２種以上であることを特徴とする電線被覆材用組成物。
【請求項３】
　前記可塑剤が、ピロメリット酸エステルから選択される１種または２種以上であること
を特徴とする請求項１または２に記載の電線被覆材用組成物。
【請求項４】
　前記ポリエステルエラストマーを、前記ポリ塩化ビニル１００質量部に対し、１０～８
０質量部含有することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の電線被覆材用
組成物。
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【請求項５】
　前記ポリエステルエラストマーの引張弾性率が、３００ＭＰａ以下であることを特徴と
する請求項２から４のいずれか１項に記載の電線被覆材用組成物。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の電線被覆材用組成物を電線被覆材に用いたこと
を特徴とする絶縁電線。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線被覆材用組成物および絶縁電線に関し、さらに詳しくは、自動車等の車
両に配索される電線の被覆材料として好適な電線被覆材用組成物およびこれを用いた絶縁
電線に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車等の車両や電気・電子機器には、導体と導体の外周を被覆する絶縁体とを
有する絶縁電線が使用されている。絶縁体の材料としては、一般に、可塑剤が配合されて
なるポリ塩化ビニル組成物が多く用いられている。しかし、自動車のワイヤーハーネス等
のように、高温を発する箇所に用いられた場合、電線同士での融着を引き起こしやすい、
変形しやすいなどの問題がある。
【０００３】
　上記のような、ポリ塩化ビニルに可塑剤が配合されてなる絶縁体を有する従来の絶縁電
線は、比較的細径のものが多い。近年では、パワーケーブル等、比較的太径の絶縁電線が
必要とされている。しかし、従来の絶縁体は、太径の絶縁電線に適用した場合に、柔軟性
が不足するため、柔軟性を向上させる必要がある。
【０００４】
　従来の絶縁体の柔軟性を向上させるため、可塑剤の配合量を増加させる方法が考えられ
る。しかし、可塑剤の増量は、耐融着性や耐加熱変形性などの耐熱性の低下を引き起こす
虞がある。
【０００５】
　これに対し、被覆材料に電子線などを照射して架橋させる方法（特許文献１）や、高重
合度のポリ塩化ビニルを使用する方法（特許文献２）、無機フィラーを配合する方法（特
許文献３）などにより、耐融着性、耐加熱変形性が改善されることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２９４０３９号公報
【特許文献２】特開２０１５－０２５０３２号公報
【特許文献３】特開平０６－２５６５６７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、電子線架橋は、高価な電子線架橋装置等を必要とし、設備費用が高価であり、
製品コストが上昇してしまうという問題があった。一方、高重合度のポリ塩化ビニルや、
無機フィラーを用いた方法では、樹脂組成物の増粘による製造性の低下や、絶縁電線の外
観異常が発生しやすいなどの問題があった。
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、高価な電子線架橋装置等を必要とせず、耐融着性、
耐加熱変形性に優れるとともに柔軟性に優れる電線被覆材用組成物およびこれを用いた絶
縁電線を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上記課題を解決するため本発明に係る電線被覆材用組成物は、ポリ塩化ビニルを含有し
、前記ポリ塩化ビニル１００質量部に対し、可塑剤４０～８０質量部と、ポリエステルエ
ラストマーとを含有することを要旨とするものである。
【００１０】
　前記ポリエステルエラストマーは、前記ポリ塩化ビニル１００質量部に対し、１０～８
０質量部含有することが好ましい。
【００１１】
　前記ポリエステルエラストマーの融点は、１９０℃以上であることが好ましい。
【００１２】
　前記ポリエステルエラストマーの引張弾性率は、３００ＭＰａ以下であることが好まし
い。
【００１３】
　前記可塑剤は、トリメリット酸エステル、ピロメリット酸エステル、ポリエステル系可
塑剤から選択される１種または２種以上であることが好ましい。
【００１４】
　そして、本発明に係る絶縁電線は、上記いずれかの電線被覆材用組成物を電線被覆材に
用いたことを要旨とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、電線被覆材用組成物が、ポリ塩化ビニルを含有し、前記ポリ塩化ビニ
ル１００質量部に対し、可塑剤４０～８０質量部と、ポリエステルエラストマーとを含有
することから、耐融着性、耐加熱変形性に優れるとともに柔軟性に優れる電線被覆材用組
成物およびこれを用いた絶縁電線を提供することができる。
【００１６】
　一般に、ポリ塩化ビニル組成物の耐融着性、耐加熱変形性を向上させる方法として、電
子線、シラン化合物、過酸化物などを用いてポリ塩化ビニルを架橋する方法がとられる。
本発明は、上記構成とすることにより、非架橋で耐融着性、耐加熱変形性を向上させるも
のである。
【００１７】
　また、ポリ塩化ビニル組成物の耐融着性、耐加熱変形性を向上させるために無機フィラ
ーを添加することもあるが、この場合、樹脂組成物の増粘による製造性の低下や、柔軟性
の低下、絶縁電線の外観異常が発生しやすいなどの問題があった。本発明は、無機フィラ
ーを添加することなく、あるいは、添加したとしてもポリ塩化ビニル１００質量部に対し
３０質量部以下の少量の添加で耐融着性、耐加熱変形性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第一実施形態に係る絶縁電線の図であり、斜視図（ａ）および周方向断
面図（ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　次に、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００２０】
　本発明に係る電線被覆材用組成物は、ポリ塩化ビニルを含有し、前記ポリ塩化ビニル１
００質量部に対し、可塑剤４０～８０質量部と、ポリエステルエラストマーとを含有する
ことを要旨とするものである。
【００２１】
　ベース樹脂となるポリ塩化ビニルとしては、特に限定されるものではないが、優れた耐
加熱変形性を得るなどの観点から、重合度が１２００以上であることが好ましい。また、
他の成分との混合性が低下するのを抑えるなどの観点から、重合度が２８００以下である
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ことが好ましい。より好ましくは、重合度が１７００～２５００の範囲内である。
【００２２】
　可塑剤は、ポリ塩化ビニル１００質量部に対し４０～８０質量部の範囲内で含有する。
可塑剤の含有量が４０質量部未満であると、柔軟性が満足されない。一方、可塑剤の含有
量が８０質量部を超えると、耐加熱変形性が満足されない。可塑剤の含有量は、より好ま
しくはポリ塩化ビニル１００質量部に対し５０～６０質量部の範囲内である。
【００２３】
　可塑剤としては、フタル酸エステル、トリメリット酸エステル、ピロメリット酸エステ
ル、脂肪酸エステル、ポリエステル系可塑剤、オイルなどが挙げられる。オイルとしては
、エポキシ化大豆油などが挙げられる。これらは、可塑剤として１種単独で用いてもよい
し、２種以上を併用してもよい。これらのうちでは、特に優れた耐融着性を得るなどの観
点から、トリメリット酸エステル、ピロメリット酸エステル、ポリエステル系可塑剤から
選択される１種または２種以上が好ましい。
【００２４】
　トリメリット酸エステル、ピロメリット酸エステルを構成するアルコールとしては、炭
素数８～１３の飽和脂肪族アルコールなどが挙げられる。これらのアルコールは、１種ま
たは２種以上用いることができる。
【００２５】
　ポリエステルエラストマーは、ハードセグメントとソフトセグメントのブロック共重合
体からなる。ハードセグメントは、ＰＢＴやＰＢＮなどの結晶性のポリエステルが挙げら
れる。ソフトセグメントは、脂肪族ポリエーテルや脂肪族ポリエステルなどが挙げられる
。
【００２６】
　ポリエステルエラストマーは、ポリ塩化ビニル１００質量部に対し１０～８０質量部の
範囲内で含有することが好ましい。より好ましくは、４０～８０質量部の範囲内である。
ポリエステルエラストマーの含有量が１０質量部以上であると、耐融着性や耐加熱変形性
の改善効果が大きく、４０質量部以上であると前記効果が特に大きい。一方、ポリエステ
ルエラストマーの含有量が８０質量部を超えると、耐バッテリー液性が低下する虞がある
。
【００２７】
　ポリエステルエラストマーの融点は、製造性の観点からは低い方が好ましい。融点が過
度に高いと、ポリ塩化ビニルと混練する際に高温にする必要があるためである。一方、耐
融着性、耐加熱変形性の観点からは融点が高い方が好ましい。
　これらを考慮すると、ポリエステルエラストマーは、融点が１９０℃以上であることが
好ましい。より好ましくは２００℃以上、さらに好ましくは２１０℃以上である。融点が
１９０℃以上であると、耐融着性や耐加熱変形性の改善効果が大きい。一方、融点の上限
としては２２０℃以下であることが好ましい。融点が２２０℃以下であると、製造性が良
好であり、また、ポリエステルエラストマーの弾性率が小さくなる傾向があるため、組成
物の柔軟性に特に優れる。
【００２８】
　ポリエステルエラストマーは、引張弾性率が３００ＭＰａ以下であることが好ましい。
引張弾性率が３００ＭＰａ以下であると、優れた柔軟性が得られる。一方、引張弾性率の
下限としては５０ＭＰａ以上であることが好ましい。引張弾性率が５０ＭＰａ以上である
と、ポリエステルエラストマーの融点が高くなる傾向があり、耐融着性や耐加熱変形性の
改善効果が特に大きい。
【００２９】
　本発明に係る電線被覆材用組成物は、無機フィラーを含有しないことが好ましい。無機
フィラーを含有する場合は、ポリ塩化ビニル１００質量部に対し３０質量部以下であるこ
とが好ましい。３０質量部以下であると製造性、柔軟性に優れる。
【００３０】
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　無機フィラーとしては、シリカ、珪藻土、ガラス球、タルク、クレー、アルミナ、酸化
マグネシウム、酸化亜鉛、三酸化アンチモン、酸化モリブデン等の金属酸化物、炭酸カル
シウム、炭酸マグネシウム等の金属炭酸塩、硼酸亜鉛、メタ硼酸バリウムなどの金属ホウ
酸塩、ハイドロタルサイト類などが挙げられる。これらは１種単独で用いてもよいし、２
種以上を併用してもよい。
【００３１】
　本発明に係る電線被覆材用組成物においては、本発明の目的を損なわない範囲内で、ポ
リ塩化ビニル、可塑剤、ポリエステルエラストマー以外の他の成分を含有していても良い
。他の成分としては、安定剤、顔料、酸化防止剤、増量剤などの通常、電線被覆材に用い
られる添加剤を挙げることができる。他の成分として、本発明の目的を損なわない範囲内
で、他のポリマーを含有してもよいが、ポリマー成分としては、ポリ塩化ビニル、可塑剤
、ポリエステルエラストマーのみであることが好ましい。
【００３２】
　本発明に係る電線被覆材用組成物は、例えば、ベース樹脂となるポリ塩化ビニルに、可
塑剤、ポリエステルエラストマー、および、必要に応じて添加される各種添加成分を配合
し、加熱混練することにより調製できる。この際、バンバリミキサー、加圧ニーダー、混
練押出機、二軸押出機、ロールなどの通常の混練機を用いることができる。加熱混練する
前に、タンブラーなどで予めドライブレンドすることもできる。加熱混練後は、混練機か
ら取り出して組成物を得る。その際、ペレタイザーなどで当該組成物をペレット状に成形
しても良い。
【００３３】
　次に、本発明に係る絶縁電線について説明する。
【００３４】
　図１には、本発明の一実施形態に係る絶縁電線の斜視図（ａ）および断面図（周方向断
面図）（ｂ）を示している。図１に示すように、絶縁電線１０は、導体１２と、導体１２
の外周を被覆する絶縁被覆層（電線被覆材）１４とを備えている。絶縁被覆層１４は、本
発明に係る電線被覆材用組成物を用いて形成されている。絶縁電線１０は、本発明に係る
電線被覆材用組成物を導体１２の外周に押出被覆することにより得られる。
【００３５】
　導体１２は、銅を用いることが一般的であるが、銅以外にも、アルミニウム、マグネシ
ウムなどの金属材料を用いることもできる。これらの金属材料は、合金であってもよい。
合金とするための他の金属材料としては、鉄、ニッケル、マグネシウム、シリコン、これ
らの組み合わせなどが挙げられる。導体１２は、単線から構成されていてもよいし、複数
本の素線を撚り合わせてなる撚線から構成されていてもよい。
【００３６】
　以上の構成の電線被覆材用組成物および絶縁電線によれば、耐融着性、耐加熱変形性に
優れるとともに柔軟性に優れる。ポリエステルエラストマーを含有することにより、耐融
着性、耐加熱変形性が改善され、それにより、可塑剤の含有量を大きくすることができる
。
【００３７】
　本発明に係る絶縁電線は、耐融着性、耐加熱変形性、柔軟性に優れることから、太物電
線として好適である。太物電線は、電線外径が直径φ２．３～１４．９ｍｍ、導体断面積
が３～１００ｍｍ２に形成されているものなどが挙げられる。この場合、絶縁被覆層の厚
さは、標準厚さが０．７～２．００ｍｍである。
【００３８】
　そして、本発明に係る絶縁電線は、自動車用、機器用、情報通信用、電力用、船舶用、
航空機用など各種電線に利用することができる。特に自動車用電線として好適に利用でき
る。
【００３９】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
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限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４０】
　例えば絶縁電線は、図１に示す単線以外に、フラット線、シールド線などの形態に形成
してもよい。また、絶縁層は２層以上で構成されていてもよい。
【実施例】
【００４１】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明は実施例により限定されるもの
ではない。
【００４２】
（実施例１－１３）
（電線被覆材用組成物の調製）
　表１、２に示す配合組成（質量部）で、ポリ塩化ビニル、可塑剤、ポリエステルエラス
トマー、非鉛系熱安定剤を、二軸押出機を用いて２２０℃で混練し、ペレタイザーにてペ
レット状に成形して、ポリ塩化ビニルを含有する電線被覆材用組成物を調製した。
（絶縁電線の作製）
　調製した電線被覆材用組成物を、断面積２０ｍｍ２の撚線導体の周囲に被覆厚１．１ｍ
ｍで押出成形することにより絶縁電線（電線外径８．７ｍｍ）を作製した。
【００４３】
（比較例１－３）
　表２に示す配合組成（質量部）で各成分を混合した以外は実施例と同様にして、電線被
覆材用組成物の調製と絶縁電線の作製を行った。
【００４４】
（使用材料）
・ポリ塩化ビニル
　重合度１３００：新第一塩ビ製「ＺＥＳＴ１３００Ｚ」
　重合度２５００：新第一塩ビ製「ＺＥＳＴ２５００Ｚ」
・可塑剤
　フタル酸エステル：ジェイ・プラス製「ＤＵＰ」
　トリメリット酸エステル：ＤＩＣ製「モノサイザーＷ－７５０」
　ピロメリット酸エステル：ＤＩＣ製「モノサイザーＷ－７０１０」
　ポリエステル系可塑剤：ＤＩＣ製「ポリサイザーＷ－２３１０」
・ポリエステルエラストマー
　高融点、低弾性率：東レ・デュポン製「ハイトレル４７７７」（融点 ２００℃、引張
弾性率 ５６．９ＭＰａ）
　低融点、低弾性率：東レ・デュポン製「ハイトレル４０４７Ｎ」（融点 １８２℃、引
張弾性率 ４９．５ＭＰａ）
　高融点、高弾性率：東レ・デュポン製「ハイトレル７２４７」（融点 ２１６℃、引張
弾性率 ４２２ＭＰａ）
・非鉛系熱安定剤：ＡＤＥＫＡ社製、商品名「ＲＵＰ－１１０」
【００４５】
（評価）
　作製した絶縁電線について、下記評価方法に基づいて、耐融着性、耐加熱変形性、柔軟
性、耐バッテリー液性を評価した。
【００４６】
＜耐融着性＞
　１００ｍｍに切断した絶縁電線を２本束ね、フッ素テープで固定し、１５０℃雰囲気下
と１８０℃雰囲気下で１時間放置した。その後、テープを剥がし、２本が融着しているか
観察した。１５０℃雰囲気下で融着していなければ合格「○」とし、さらに１８０℃雰囲
気下でも融着していなければより優れる「◎」とし、１５０℃雰囲気下で融着していたも
のは不合格「×」として評価した。
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【００４７】
＜耐加熱変形性＞
　ＪＩＳ　Ｃ　３００５の試験方法に準じて、雰囲気温度１５０℃、追加荷重３４５ｇの
条件で試験を行い、加熱前の絶縁層の厚さと、加熱後の変形部分の絶縁層の厚さから減少
率を算出し、変形率とした。変形率が４０％未満であれば合格「○」とし、３０％未満で
あればより優れる「◎」とし、４０％以上であれば不合格「×」として評価した。
【００４８】
＜柔軟性＞
　絶縁電線から導体を抜いた絶縁層のみを用いて引張試験を行った。チャック間距離２０
ｍｍ、引張速度５０ｍｍ／ｍｉｎ．の条件で試験を行い、試験力１Ｎから２Ｎにかけての
変位より引張弾性率を算出した。引張弾性率が２００ＭＰａ以下であれば合格「○」とし
、引張弾性率が１００ＭＰａ以下であればより優れる「◎」とし、引張弾性率が２００Ｍ
Ｐａを超えるものを不合格「×」として評価した。
【００４９】
＜耐バッテリー液性＞
　ＩＳＯ６７２２に準じて、密度１．２６の硫酸水溶液を絶縁電線の絶縁層に垂らして８
０℃、１００℃の恒温槽に投入し、８時間後、１６時間後、３２時間後にそれぞれ再度硫
酸水溶液を垂らして恒温槽に投入するのを繰り返し、４８時間後に取り出した。その後、
３％の塩水に１０分間浸漬後、１ｋＶ×１分間の耐電圧試験を実施した。８０℃雰囲気下
の評価において絶縁破壊しなかったものを合格「○」とし、１００℃雰囲気下の評価にお
いて絶縁破壊しなかったものをより優れる「◎」とし、８０℃雰囲気下の評価において絶
縁破壊したものを不合格「×」として評価した。
【００５０】
【表１】

【００５１】
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【表２】

【００５２】
　比較例１は、ポリエステルエラストマーを含有しないため、耐融着性、耐加熱変形性を
満足しなかった。また、比較例２は、可塑剤の含有量が少なく、柔軟性を満足しない。一
方、比較例３は可塑剤の含有量が多く、耐加熱変形性を満足しない。
【００５３】
　これらに対し、本発明の構成を満足する実施例によれば、耐融着性、耐加熱変形性、柔
軟性、および耐バッテリー液性に優れる。実施例１～３より、ポリエステルエラストマー
の融点が高いほど、耐融着性、耐加熱変形性に優れ、ポリエステルエラストマーの弾性率
が低いほど、柔軟性に優れる。また、実施例１、４～７より、ポリエステルエラストマー
の含有量が少ないと、耐融着性、耐加熱変形性の効果が小さくなり、含有量が多いと耐バ
ッテリー液性が低下する。実施例１、８～１０より、可塑剤としては、耐融着性の観点か
らトリメリット酸エステル、ピロメリット酸エステル、ポリエステル系可塑剤が特に優れ
る。
【符号の説明】
【００５４】
１０　絶縁電線
１２　導体
１４　絶縁被覆層
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